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プラント保安分野におけるドローンの安全な活用の促進に向け、 

「ガイドライン」と「活用事例集」を改訂しました 

消防庁では、プラント保安分野におけるドローンの安全な活用の促進に向け、厚生労

働省及び経済産業省と連携し、「石油コンビナート等災害防止３省連絡会議」において、

平成 31 年３月に策定したプラント内でドローンを安全に運用するための「ガイドライン」と

国内外企業の先行事例を盛り込んだ「活用事例集」を改訂しました。 

 

１ 背景 

  石油コンビナート等のプラントにおけるドローンの活用は、高所点検の容易化、点検頻度の

向上による事故の未然防止、災害時の迅速な現場確認等が可能となり、プラントの保安力の向

上に繋がると期待されています。このため、平成 31年３月に、事業者がプラント内においてド

ローンを安全に活用・運用するために留意すべき事項等を整理した「ガイドライン」等をとり

まとめ、これにより事業者による試行的なドローンの活用が急速に進展したところです。 

  今般、ドローン活用のより本格的な実装に近づけるため、タンクや塔槽類等の屋内を飛行さ

せる場合の留意事項を整理し、ガイドライン及び活用事例集を改訂しました。 

 

２ ガイドライン・活用事例集改訂のポイント 

ガイドラインにおいては、出光興産株式会社千葉事業所で実施した実証実験を踏まえ、タン

クや塔槽類等の屋内で安全に飛行させるために必要なリスクアセスメントやリスク対策の留意

事項を追加しました。 

また、実証実験を通じて得られた知見について、活用事例集等にまとめました。 

 

３ ガイドライン・活用事例集の公表 

 ・ ガイドライン改訂の概要等は、別紙のとおりです。 

 ・ 改訂されたガイドライン及び活用事例集の全文は、３省連絡会議３省共同運営サイトに掲

載します。（URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_16.html） 

・ 厚生労働省及び経済産業省においても、本日、ガイドライン等の公表について報道発表し

ています。 

 

 

 ＜連絡先＞ 

消防庁危険物保安室 担当：竹本、小島、鈴木 

消防庁特殊災害室  担当：吉岡、喜多村、小鍜治 

T E L：03-5253-7524 ／F A X：03-5253-7534 

T E L：03-5253-7528 ／F A X：03-5253-7538 
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